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愛知県基幹的広域防災拠点整備等事業  変更箇所一覧 
 
【添付資料 1】要求水準書 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

1 30 

第 4 １（２）イ

（イ）図表 4-3 

インフラ条件 

下水道（雨水） 

雨水は、2027 年 4 月の防災拠点供用開始時期において、…以下略 

下水道（雨水） 

雨水は、2026 年 4 月の防災拠点供用開始時期において、…以下略 

2 30 

第 4 １（２）イ

（イ）図表 4-3 

インフラ条件 

下水道（汚水） 

雨水は、2027 年 4 月の防災拠点供用開始時期において、…以下略 

下水道（汚水） 

雨水は、2026 年 4 月の防災拠点供用開始時期において、…以下略 

3 64 
第 4 １（４）エ

（オ）-c 

c 諸室レベルの機能及び性能に関する要求事項 

ボイラー室 地下１階 

・ボイラー等を使用したスチームを各訓練室（訓練室７，８，９，11，12）

に提供し、温度 50℃、湿度 60％程度の環境（火災現場において、火勢が

強く消火で使用した水が蒸気となり居室に充満している状態）を作る。 

c 諸室レベルの機能及び性能に関する要求事項 

ボイラー室 地下１階 

・ボイラーを使用したスチームを各訓練室（訓練室７，８，９，11，12）に

提供し、温度 50℃、湿度 60％程度の環境（火災現場において、火勢が強

く消火で使用した水が蒸気となり居室に充満している状態）を作る。  

4 84 第 4 １（５）ウ 

ウ 電気設備 

監視カメラ設備 

（・詳細な位置情報は守秘義務資料にて示す。は削除）  

 ウ 電気設備 

監視カメラ設備 

・詳細な位置情報は守秘義務資料にて示す。 

 
【添付資料 3】様式集及び記載要領 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

1 38 【様式１２】入札書 

（応募企業の場合）  入札参加者 代表者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
（応募グループの場合）代表企業  代表者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

代理人   氏  名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 （印及び代理人使用印 は削除） 
 中略 
◆１ 入札金額は、略 
 ２ 代理人による入札の場合は、入札参加者欄の（グループ名・）所在地・ 

商号又は名称・代表者名とともに、代理人欄の住所・氏名を記載すること。 
（し、かつ代理人使用印を押印 を削除。） 
以下略  

（応募企業の場合）  入札参加者 代表者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 
（応募グループの場合）代表企業  代表者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

代理人   氏  名＿＿＿＿＿＿＿代理人使用印 
 
 中略 
◆１ 入札金額は、略 
 ２ 代理人による入札の場合は、入札参加者欄の（グループ名・）所在地・ 

商号又は名称・代表者名とともに、代理人欄の住所・氏名を記載し、か 
つ代理人使用印を押印すること。 

 以下略  
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【添付資料 5】特定事業契約書（案）別紙４ 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

1 4 （別添１） 
第 7 条 ３ 

３ 協議会の議事は、それぞれの会員又は議員の全員の合意をもって決する。た
だし、緊急事態の発生時など、会長又は議長が真にやむを得ないと認めるとき
は、この限りではない。また、事業契約書第２９条、第４８条、第４９条、第
５０条、第５４条、第９６条ないし第９９条に定める協議期間中に、当該協議に
関して第三者機関への付託を議事とするときは、会員の全員が不同意としない
限り、これを決するものとする。  

３ 協議会の議事は、それぞれの会員又は議員の全員の合意をもって決する。
ただし、緊急事態の発生時など、会長又は議長が真にやむを得ないと認める
ときは、この限りではない。また、事業契約書第２９条、第４８条、第４９
条、第５４条、第９６条ないし第９９条に定める協議期間中に、当該協議に
関して第三者機関への付託を議事とするときは、会員の全員が不同意としな
い限り、これを決するものとする。 

 
【添付資料 5】特定事業契約書（案）別紙７ 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

1 4 ４ 食材費の改定 

前各項の…中略…なお、指標の改定時期は、当該事業年度の７月から９月頃を
目処とし、県及び事業者が協議するものとする。）、毎年１回４月に、前年度の
指標の平均値（月次指数の平均値）と、前回見直し時の指標（改定されていない
場合は特定事業契約締結日の該当する年度（令和６年度）の指標）の平均値（月
次指数の平均値）とを比較し、…以下略 

前各項の…中略…なお、指標の改定時期は、当該事業年度の７月から９月頃
を目処とし、県及び事業者が協議するものとする。）、毎年１回４月に、前年
度の指標の平均値（月次指数の平均値）と、前回見直し時の指標（改定されて
いない場合は特定事業契約締結日の該当する年度（令和６年度）の指標の平均
値（月次指数の平均値）とを比較し、…以下略 

 
【添付資料６】ガバナンス基本計画 別紙４ 

№ 
該当箇所 

新 旧 
頁 項目 

1 4 （別添１） 
第 7 条 ３ 

３ 協議会の議事は、それぞれの会員又は議員の全員の合意をもって決する。た
だし、緊急事態の発生時など、会長又は議長が真にやむを得ないと認めるとき
は、この限りではない。また、事業契約書第２９条、第４８条、第４９条、第
５０条、第５４条、第９６条ないし第９９条に定める協議期間中に、当該協議に
関して第三者機関への付託を議事とするときは、会員の全員が不同意としない
限り、これを決するものとする。  

３ 協議会の議事は、それぞれの会員又は議員の全員の合意をもって決する。
ただし、緊急事態の発生時など、会長又は議長が真にやむを得ないと認める
ときは、この限りではない。また、事業契約書第２９条、第４８条、第４９
条、第５４条、第９６条ないし第９９条に定める協議期間中に、当該協議に
関して第三者機関への付託を議事とするときは、会員の全員が不同意としな
い限り、これを決するものとする。 

 


